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平成２６年度 税率一覧表 
 

税 目 
 

納 税 義 務 者 
 

課 税 標 準 
 

税 率 
 

賦 課 期 日 
 

納 期 
 

備 考 
 

県 民 税 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
《 個 人 》 
（ 均 等 割 と 所 得 割 ） 
 県 内 に 住 所 を 有 す る 個
人 
 
（ 均 等 割 の み ） 
 県 内 に 事 務 所 、 事 業 所
又 は 家 屋 敷 を 有 す る 個 人
で 当 該 事 務 所 等 を 有 す る
市 町 村 内 に 住 所 を 有 し な
い も の 

 
（ 所 得 割 ） 
 前 年 の 所 得
に つ い て 算 定
し た 総 所 得 金
額 、 退 職 所 得
金 額 及 び 山 林
所 得 金 額 
 
 
 
 

 
（ 均 等 割 ） 

年2,000円 
※ 森 林 環 境 税500円 を 含 ん

だ 額 
 
（ 所 得 割 ） 

4／100 
 
 
 

 
1月1日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
市 町 村 民 税 と 同 じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
普 通 徴 収 又 は 特 別 徴
収 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
《 法 人 》 
（ 均 等 割 と 法 人 税 割 ） 
・ 県 内 に 事 務 所 又 は 事 業

所 を 有 す る 法 人 
・ 法 人 で な い 社 団 又 は 財

団 で 、 代 表 者 又 は 管 理
人 の 定 め が あ り 、 か つ
、 収 益 事 業 を 行 う も の 

・ 法 人 課 税 信 託 の 受 託 者
で 、 固 有 資 産 等 が 帰 属
す る も の 

 
（ 均 等 割 の み ） 

県 内 に 事 務 所 又 は 事 業
所 が な い 法 人 で 、 寮 、 宿
泊 所 、 ク ラ ブ 等 が あ る も
の 
 
（ 法 人 税 割 の み ） 

法 人 課 税 信 託 の 信 託 資
産 等 が 帰 属 す る も の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（ 法 人 税 割 ） 
 法 人 税 額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（ 均 等 割 ） 
・ 資 本 金 等 の 額 が50億 円 を

超 え る 法 人 
年 額840,000円 

・ 資 本 金 等 の 額 が10億 円 を
超 え50億 円 以 下 で あ る 法
人 

年 額567,000円 
・ 資 本 金 等 の 額 が1億 円 を 

超 え10億 円 以 下 で あ る 法
人 

年 額136,500円 
・ 資 本 金 等 の 額 が1千 万 円 

を 超 え1億 円 以 下 で あ る
法 人 

年 額52,500円 
・ 上 記 以 外 の 法 人 等 

年 額21,000円 
※ 森 林 環 境 税 ５ ％ 分 を 含 ん

だ 額 （ 平 成20年 ４ 月 １ 日
以 降 に 開 始 す る 事 業 年 度
か ら ） 

 
（ 法 人 税 割 ） 
・3.2／100（5.0／100） 
・ 次 に 該 当 す る 法 人 （ 昭 和

51年2月1日 か ら 平 成29年
1月31日 ま で の 間 に 終 了
す る 事 業 年 度 分 に 限 る ） 

 4.0／100（5.8／100） 
① 資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の

額 が1億 円 を 超 え る も の
及 び 保 険 業 法 に 規 定 す る
相 互 会 社 

② 法 人 税 割 の 課 税 標 準 と な
る 法 人 税 額 が 年1,000万
円 を 超 え る も の 

③ 上 記 の 適 用 期 間 内 に 解 散
又 は 合 併 を し た も の （ 清
算 所 得 に 限 る ） 

④ 特 定 目 的 会 社 
⑤ 法 人 課 税 信 託 の 引 受 を 行

う も の 
※ 平 成26年10月 １ 日 以 後 に

開 始 す る 事 業 年 度 に つ い
て 適 用 （ 括 弧 内 の 税 率 は
、 平 成20年 ４ 月 １ 日 以 後
平 成26年 ９ 月30日 ま で に
開 始 す る 事 業 年 度 に つ い
て 適 用 ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（ 確 定 申 告 ） 
ａ 下 記 以 外 の 法 人 
  事 業 年 度 終 了 の 日 か ら ２

月 以 内 
ｂ 公 共 法 人 等 で 均 等 割 の み

を 課 さ れ る も の 
  毎 年4月30日 
ｃ 解 散 法 人(清 算 所 得)(注) 
  残 余 財 産 確 定 の 日 か ら １

月 以 内 
 
（ 中 間 申 告 ） 

事 業 年 度 開 始 の 日 か ら ６
月 経 過 後 ２ 月 以 内 
 
（ 清 算 中 の 法 人 の 申 告 ）(注) 
ａ 清 算 中 に 事 業 年 度 が 終 了

し た 場 合 
  事 業 年 度 終 了 の 日 か ら ２

月 以 内 
ｂ 残 余 財 産 の 一 部 を 分 配 又

は 引 渡 し し た 場 合 
  分 配 又 は 引 渡 し の 日 の 前

日 ま で 
 
（ 注 ）平 成22年9月30日 ま で
に 解 散 し た 法 人 に 適 用 。 

平 成22年10月1日 以 後 に
解 散 し た 法 人 に つ い て は 清
算 所 得 課 税 を 廃 止 し 、 通 常
の 所 得 課 税 と な る 。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
申 告 納 付 
 
連 結 法 人 以 外 ： 会 計
監 査 人 の 監 査 を 受 け
な け れ ば な ら な い 等
の 理 由 に よ り 決 算 が
確 定 し な い 場 合 は 、
知 事 へ の 届 出 に よ り
申 告 期 限 が １ 月 延 長
さ れ る 。 （ 確 定 申 告
の ａ の 場 合 の み ） 
 
連 結 法 人 ： 会 計 監 査
人 の 監 査 を 受 け な け
れ ば な ら な い 等 の 理
由 に よ り 決 算 が 確 定
し な い 場 合 は 、 知 事
へ の 届 出 に よ り 申 告
期 限 が ２ 月 延 長 さ れ
る 。 （ 確 定 申 告 の ａ
の 場 合 の み ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
《 利 子 割 》 
 県 内 に 所 在 す る 金 融 機
関 等 の 営 業 所 を 通 じ て 利
子 等 の 支 払 を 受 け る 者 

 
 支 払 を 受 け
る べ き 利 子 等
の 額 

 
  5／100 

 

 
 
 
 

 
毎 翌 月10日 ま で 
 

 
特 別 徴 収 
申 告 納 入 
 

 
《 配 当 割 》 
 上 場 株 式 等 の 配 当 等(
源 泉 徴 収 選 択 口 座 内 配 当
等 を 除 く)の 支 払 を 受 け
る 県 内 に 住 所 を 有 す る 個
人 

 
 
 支 払 を 受 け
る べ き 配 当 等
の 額 
 
 
 
 
 
 

 
 

  5／100 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
毎 翌 月10日 ま で 
 
 
 

 
 
特 別 徴 収 
申 告 納 入 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
源 泉 徴 収 選 択 口 座 内 の

上 場 株 式 等 の 配 当 等 の 支
払 い を 平 成22年1月1日 以
降 に 受 け る 県 内 に 住 所 を
有 す る 個 人 

 
 
翌 年 の1月10日 ま で 
 
 
 

 



第 3　税率50

 
税 目 

 
納 税 義 務 者 

 
課 税 標 準 

 
税 率 

 
賦 課 期 日 

 
納 期 

 
備 考 

 
県 民 税 

 
《 株 式 等 譲 渡 所 得 割 》 
 源 泉 徴 収 選 択 口 座
内 の 上 場 株 式 等 の 譲
渡 に よ り 所 得 を 得 た
県 内 に 住 所 を 有 す る
個 人
 

 
源 泉 徴 収 選 択 口 座 内 の

上 場 株 式 等 の 譲 渡 に よ る
所 得 の 額 

 
  5／100 

 

  
翌 年 の1月10日 ま で 
 

 
特 別 徴 収 
申 告 納 入 
 

 
事 業 税 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
《 個 人 》 
 第 １ 種 事 業 、第 ２ 種
事 業 及 び 第 ３ 種 事 業
を 行 う 個 人 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
前 年 中 の 個 人 の 事 業 に

よ る 所 得 
（ 事 業 を 廃 止 し た 場 合 は

、1月1日 か ら 事 業 廃 止
の 日 ま で の 個 人 の 事 業
に よ る 所 得 ） 

 
（ 総 収 入 金 額 ） 
 － （ 必 要 経 費 ） 
 － （ 事 業 主 控 除 等 ） 
 

 
（ 第1種 事 業 ）5／100 
（ 第2種 事 業 ）4／100 
（ 第3種 事 業 ） 
① あ ん ま ・ マ ッ サ ー ジ 又

は 指 圧 ・ は り ・ き ゅ う
・ 柔 道 整 復 そ の 他 の 医
業 に 類 す る 事 業 、 装 蹄
師 業 

3／100 
② そ の 他 の 事 業 

5／100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（ 第1期 ） 
 8月16日 か ら 
 8月31日 ま で 
（ 第2期 ） 
 11月16日 か ら 
 11月30日 ま で 
 
※ 年 の 中 途 で 事 業 を 廃

止 し た と き ： 随 時 
 
 

 
 
普 通 徴 収 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
《 法 人 》 
・ 事 業 を 行 っ て い る 

法 人 で 、県 内 に 事 務 
所 又 は 事 業 所 の あ
る も の 

・ 法 人 で な い 社 団 又 
は 財 団 で 代 表 者 又
は 管 理 人 の 定 め が
あ り 、か つ 、収 益 事
業 又 は 法 人 課 税 信
託 の 引 受 け を 行 う
も の 

・ 法 人 課 税 信 託 の 引 
受 け を 行 う 個 人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ⅰ ： 電 気 供 給 業 、 ガ ス 供
給 業 、 保 険 業 を 行 う 法 人 

各 事 業 年 度 の 収 入 金 額 
 
Ⅱ ： そ の 他 の 事 業 を 行 う
法 人 
  各 事 業 年 度 の 所 得 及

び 清 算 所 得 （ 注 ） 
 
Ⅲ ： 上 記 Ⅱ の 法 人 の う ち
資 本 金 の 額 又 は 出 資 金 の
額 が １ 億 円 を 超 え る 法 人
（ 公 益 法 人 、 特 別 法 人 、
人 格 の な い 社 団 等 、 投 資
法 人 及 び 特 定 目 的 会 社 を
除 く ） 
 
（ 所 得 割 ） 

各 事 業 年 度 の 所 得 及 び
清 算 所 得(注) 
 
（ 付 加 価 値 割 ） 

報 酬 給 与 額 、 純 支 払 利
子 、 純 支 払 賃 借 料 等 に よ
る 付 加 価 値 額 
 
（ 資 本 割 ） 
 資 本 金 等 の 額 
 
（ 注 ） 平 成22年10月1日
以 後 に 解 散 し た 法 人 に
つ い て は 清 算 所 得 課 税
を 廃 止 し 、通 常 の 所 得 課
税 と な る 。 
 
 
 
 

 
（ 左 記 Ⅰ の 法 人 ） 

0.9／100(0.7／100) 
 
（ 左 記 Ⅱ の 法 人 ） 
Ａ 特 別 法 人 
・ 所 得 の う ち 年400万 円 

以 下 の 金 額 
3.4／100(2.7／100) 

・ 所 得 の う ち 年400万 円 
を 超 え る 金 額 及 び 清 算
所 得 

4.6／100(3.6／100) 
 
Ｂ 普 通 法 人 
・ 所 得 の う ち 年400万 円 

以 下 の 金 額 
3.4／100(2.7／100) 

・ 所 得 の う ち 年400万 円 
を 超 え 800万 円 以 下 の
金 額 

5.1／100(4.0／100) 
・ 所 得 の う ち 年800万 円 

を 超 え る 金 額 及 び 清 算 
所 得 

6.7／100(5.3／100) 
 
（ Ⅱ の う ち 、 ３ 以 上 の 都

道 府 県 に 事 務 所 又 は 事
業 所 を 設 け 、 資 本 金 の
額 又 は 出 資 金 の 額 が
1,000万 円 以 上 の 法 人 ） 

 
Ａ 特 別 法 人 

4.6／100(3.6／100) 
 
Ｂ 普 通 法 人 

6.7／100(5.3／100) 
 

（ 左 記 Ⅲ の 法 人 ） 
（ 所 得 割 ） 
・ 所 得 の う ち 年400万 円 

以 下 の 金 額 
2.2／100(1.5／100) 

・ 所 得 の う ち 年400万 円 
を 超 え800万 円 以 下 の 

金 額 
3.2／100(2.2／100) 

・ 所 得 の う ち 年800万 円 
を 超 え る 金 額 及 び 清 算 
所 得 

4.3／100(2.9／100) 
 
（ Ⅲ の う ち 、 ３ 以 上 の 都 

道 府 県 に 事 務 所 等 を 有
す る 法 人 の 所 得 割 ） 

一 律4.3／100(2.9／100) 
 
（ 付 加 価 値 割 ） 

     0.48／100 
（ 資 本 割 ） 

     0.2／100 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（ 確 定 申 告 ） 
ａ 下 記 以 外 の 法 人 
  事 業 年 度 終 了 の 日

か ら ２ 月 以 内 
ｂ 解 散 法 人 
  残 余 財 産 確 定 の 日

か ら １ 月 以 内 
 
（ 中 間 申 告 ） 
 事 業 年 度 開 始 の 日 か
ら ６ 月 経 過 後 ２ 月 以 内 
 
（ 清 算 中 の 法 人 の 申 告
） 
ａ 清 算 中 に 事 業 年 度

が 終 了 し た 場 合 
  事 業 年 度 終 了 の 日

か ら ２ 月 以 内 
ｂ 残 余 財 産 の 一 部 を

分 配 又 は 引 渡 し し
た 場 合 

  分 配 又 は 引 渡 し の
  日 の 前 日 ま で 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
申 告 納 付 
 
連 結 法 人 以 外：会 計
監 査 人 の 監 査 を 受
け な け れ ば な ら な
い 等 の 理 由 に よ り
決 算 が 確 定 し な い
場 合 は 、知 事 の 承 認
に よ り 申 告 期 限 が
１ 月 延 長 さ れ る 。（
確 定 申 告 の ａ の 場
合 の み ） 
 
連 結 法 人：会 計 監 査
人 の 監 査 を 受 け な
け れ ば な ら な い 等
の 理 由 に よ り 決 算
が 確 定 し な い 場 合
は 、知 事 の 承 認 に よ
り 申 告 期 限 が ２ 月
延 長 さ れ る 。（ 確 定
申 告 の ａ の 場 合 の
み ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
税 目 

 
納 税 義 務 者 

 
課 税 標 準 

 
税 率 

 
賦 課 期 日 

 
納 期 

 
備 考 

 
事 業 税 

 
 

 
 ※ 平 成26年10月 １ 日 以 後 平 成27年 ３ 月31日

ま で に 開 始 す る 事 業 年 度 に つ い て 適 用（ 括
弧 内 の 税 率 は 、平 成20年 ４ 月 １ 日 以 後 平 成
26年 ９ 月30日 ま で に 開 始 す る 事 業 年 度 に
つ い て 適 用 ）

 

 
 

 
 

 
 

 
地 方 

消 費 税 

 
・国 内 に お い て 課 税 資

産 の 譲 渡 等 を 行 う
事 業 者 

・保 税 地 域 か ら 輸 入 貨
物 を 引 き 取 る 者 

 
消 費 税 額 

 
 

17／63 

  
消 費 税
の 納 期
と 同 じ 

 
 

 
申 告 
納 付 

 
 
 

 
不 動 産 
取 得 税 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
不 動 産 を 取 得 し た 人 
 
 
 
 
 

 
不 動 産（ 土 地 及 び 家 屋 ）の 取 得 時
に お け る 固 定 資 産 課 税 台 帳 登 録
価 格 
 
・ 控 除 

特 例 適 用 住 宅 を 建 築 し た 場 合
： 一 戸 に つ き1,200万 円 （ 認 定
長 期 優 良 住 宅 を 新 築 し た 場 合
に は 、 そ の 新 築 が 平 成28年3月 
31日 ま で の 間 に 行 わ れ た 場 合
は1,300万 円 ） を 限 度 と し て 控
除 
 

・ 免 税 点 
Ａ 取 得 し た 土 地 の 価 格 が10万 円 
 未 満 で あ る と き 
Ｂ 新 築 、増 築 、改 築 に よ り 取 得 し
 た 家 屋 一 戸 の 価 格 が23万 円 
 未 満 で あ る と き 
Ｃ 売 買 、交 換 、贈 与 等 に よ り 取 得

し た 家 屋 一 戸 の 価 格 が12万 円 
 未 満 で あ る と き 
 
・ 宅 地 評 価 土 地 の 取 得 が 平 成18

年1月1日 か ら 平 成27年3月31日
ま で の 間 に 行 わ れ た 場 合 は 、課
税 標 準 を 価 格 の2分 の1と す る 。 
 

 
  4／100 

 
た だ し 、 取 得 時 期 に よ り 下 記 税 率 と す る 。 
○ 平 成15年4月1日 か ら 平 成18年3月31日 ま で
の 取 得 

す べ て の 不 動 産 3／100 
○ 平 成18年4月1日 か ら 平 成27年3月31日 ま で
の 取 得 

   土 地 3／100 
   家 屋 （ 住 宅 ） 3／100 

   家 屋 （ 住 宅 外 ） 4／100（ ※ ） 
※ た だ し 、 平 成20年3月31日 ま で の 取 得 は 、 
3.5／100 
 
（ 土 地 の 減 額 に つ い て ） 
 ａ ｂ ｃ に 該 当 す る 場 合 は 、そ の 土 地 に 係 る
税 額 か ら ⑴ ⑵ の う ち 高 い 方 の 額 が 減 額 さ れ
る 。 
 
ａ 土 地 の 取 得 者 が 当 該 土 地 の 取 得 日 か ら

３ 年 以 内 当 該 土 地 の 上 に 特 例 適 用 住 宅 
  を 新 築 し 、又 は 当 該 土 地 を 取 得 し た 日 前 
  １ 年 の 期 間 内 に 当 該 土 地 の 上 に 特 例 適

用 住 宅 を 新 築 し て い た 場 合 
  ※ 平 成14年4月1日 以 降 の 土 地 の 取 得 に

つ い て は 、 土 地 を 取 得 し た 日 か ら3年 以
内 に そ の 土 地 の 上 に 特 例 適 用 住 宅 が 新
築 さ れ た と き は 、土 地 と 家 屋 も 取 得 者 が
同 一 で な い 場 合 で も 、土 地 を 取 得 し た 人
が 継 続 し て 所 有 し て い る 間 に 特 例 適 用
住 宅 が 新 築 さ れ た 場 合 、又 は 、土 地 を 取
得 し た 人（ Ｘ ）が そ の 土 地 を（ Ｙ ）に 譲
渡 し 、 Ｘ の 土 地 の 取 得 か ら3年 以 内 に Ｙ
が 特 例 適 用 住 宅 を 新 築 し た 場 合 （ な お 、
こ の 場 合 Ｙ に つ い て も 適 用 ） 

 
ｂ 土 地 の 取 得 者 が 当 該 土 地 の 取 得 の 日 か

ら1年 以 内 に 耐 震 基 準 適 合 既 存 住 宅 を 取
得 し 、 又 は 当 該 土 地 を 取 得 し た 日 前1年
の 期 間 内 に 当 該 土 地 の 上 に あ る 耐 震 基
準 適 合 既 存 住 宅 を 取 得 し て い た 場 合（ 新
築 未 使 用 の 特 例 適 用 住 宅 （ 自 己 居 住 用 ）
を 含 む ） 

 
ｃ 新 築 未 使 用 の 特 例 適 用 住 宅（ 自 己 居 住 用

以 外 ）及 び そ の 土 地 を 当 該 住 宅 が 新 築 さ
れ た 日 か ら1年 以 内 に 取 得 し た 場 合 

 
（1）45,000円 
（2）土 地1㎡ 当 た り の 価 格×住 宅 の 床 面

積 の2倍(200㎡ を 限 度 と す る)×3/1
00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
随 時 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
普 通 
徴 収 
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税 目 

 
納 税 義 務 者 

 
課 税 標 準 

 
税 率 

 
賦 課 期 日 

 
納 期 

 
備 考 

 
事 業 税 

 
 

 
 ※ 平 成26年10月 １ 日 以 後 平 成27年 ３ 月31日

ま で に 開 始 す る 事 業 年 度 に つ い て 適 用（ 括
弧 内 の 税 率 は 、平 成20年 ４ 月 １ 日 以 後 平 成
26年 ９ 月30日 ま で に 開 始 す る 事 業 年 度 に
つ い て 適 用 ）

 

 
 

 
 

 
 

 
地 方 

消 費 税 

 
・国 内 に お い て 課 税 資

産 の 譲 渡 等 を 行 う
事 業 者 

・保 税 地 域 か ら 輸 入 貨
物 を 引 き 取 る 者 

 
消 費 税 額 

 
 

17／63 

  
消 費 税
の 納 期
と 同 じ 

 
 

 
申 告 
納 付 

 
 
 

 
不 動 産 
取 得 税 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
不 動 産 を 取 得 し た 人 
 
 
 
 
 

 
不 動 産（ 土 地 及 び 家 屋 ）の 取 得 時
に お け る 固 定 資 産 課 税 台 帳 登 録
価 格 
 
・ 控 除 

特 例 適 用 住 宅 を 建 築 し た 場 合
： 一 戸 に つ き1,200万 円 （ 認 定
長 期 優 良 住 宅 を 新 築 し た 場 合
に は 、 そ の 新 築 が 平 成28年3月 
31日 ま で の 間 に 行 わ れ た 場 合
は1,300万 円 ） を 限 度 と し て 控
除 
 

・ 免 税 点 
Ａ 取 得 し た 土 地 の 価 格 が10万 円 
 未 満 で あ る と き 
Ｂ 新 築 、増 築 、改 築 に よ り 取 得 し
 た 家 屋 一 戸 の 価 格 が23万 円 
 未 満 で あ る と き 
Ｃ 売 買 、交 換 、贈 与 等 に よ り 取 得

し た 家 屋 一 戸 の 価 格 が12万 円 
 未 満 で あ る と き 
 
・ 宅 地 評 価 土 地 の 取 得 が 平 成18

年1月1日 か ら 平 成27年3月31日
ま で の 間 に 行 わ れ た 場 合 は 、課
税 標 準 を 価 格 の2分 の1と す る 。 
 

 
  4／100 

 
た だ し 、 取 得 時 期 に よ り 下 記 税 率 と す る 。 
○ 平 成15年4月1日 か ら 平 成18年3月31日 ま で
の 取 得 

す べ て の 不 動 産 3／100 
○ 平 成18年4月1日 か ら 平 成27年3月31日 ま で
の 取 得 

   土 地 3／100 
   家 屋 （ 住 宅 ） 3／100 

   家 屋 （ 住 宅 外 ） 4／100（ ※ ） 
※ た だ し 、 平 成20年3月31日 ま で の 取 得 は 、 
3.5／100 
 
（ 土 地 の 減 額 に つ い て ） 
 ａ ｂ ｃ に 該 当 す る 場 合 は 、そ の 土 地 に 係 る
税 額 か ら ⑴ ⑵ の う ち 高 い 方 の 額 が 減 額 さ れ
る 。 
 
ａ 土 地 の 取 得 者 が 当 該 土 地 の 取 得 日 か ら

３ 年 以 内 当 該 土 地 の 上 に 特 例 適 用 住 宅 
  を 新 築 し 、又 は 当 該 土 地 を 取 得 し た 日 前 
  １ 年 の 期 間 内 に 当 該 土 地 の 上 に 特 例 適

用 住 宅 を 新 築 し て い た 場 合 
  ※ 平 成14年4月1日 以 降 の 土 地 の 取 得 に

つ い て は 、 土 地 を 取 得 し た 日 か ら3年 以
内 に そ の 土 地 の 上 に 特 例 適 用 住 宅 が 新
築 さ れ た と き は 、土 地 と 家 屋 も 取 得 者 が
同 一 で な い 場 合 で も 、土 地 を 取 得 し た 人
が 継 続 し て 所 有 し て い る 間 に 特 例 適 用
住 宅 が 新 築 さ れ た 場 合 、又 は 、土 地 を 取
得 し た 人（ Ｘ ）が そ の 土 地 を（ Ｙ ）に 譲
渡 し 、 Ｘ の 土 地 の 取 得 か ら3年 以 内 に Ｙ
が 特 例 適 用 住 宅 を 新 築 し た 場 合 （ な お 、
こ の 場 合 Ｙ に つ い て も 適 用 ） 

 
ｂ 土 地 の 取 得 者 が 当 該 土 地 の 取 得 の 日 か

ら1年 以 内 に 耐 震 基 準 適 合 既 存 住 宅 を 取
得 し 、 又 は 当 該 土 地 を 取 得 し た 日 前1年
の 期 間 内 に 当 該 土 地 の 上 に あ る 耐 震 基
準 適 合 既 存 住 宅 を 取 得 し て い た 場 合（ 新
築 未 使 用 の 特 例 適 用 住 宅 （ 自 己 居 住 用 ）
を 含 む ） 

 
ｃ 新 築 未 使 用 の 特 例 適 用 住 宅（ 自 己 居 住 用

以 外 ）及 び そ の 土 地 を 当 該 住 宅 が 新 築 さ
れ た 日 か ら1年 以 内 に 取 得 し た 場 合 

 
（1）45,000円 
（2）土 地1㎡ 当 た り の 価 格×住 宅 の 床 面

積 の2倍(200㎡ を 限 度 と す る)×3/1
00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
随 時 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
普 通 
徴 収 
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税 目 
 

納 税 義 務 者 
 

課 税 標 準 
 

税 率 
 

賦 課 期 日 
 

納 期 
 

備 考 
 

県 た ば こ 税 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・製 造 た ば こ の 製

造 者 
・ 特 定 販 売 業 者 
・ 卸 売 販 売 業 者 

売 渡 し 又 は 消
費 等 に 係 る 製
造 た ば こ の 合
計 本 数
 
 
 
 

 
1,000本 に つ き860円 
た だ し 、一 部 の 銘 柄 に つ い て
は 、1,000本 に つ き411円 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
毎 翌 月 末 日 ま で 
（ 申 告 書 の 提 出 
期 限 の 特 例 及 び 
納 期 限 の 延 長 の 
特 例 あ り ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
申 告 納 付 
（ た だ し 、普 通 徴 収 の 方 法 に よ
る も の も あ り ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ゴ ル フ 場 利 用

税 
 

 

 
ゴ ル フ 場 の 利 用
者 

 
ゴ ル フ 場 の
利 用 
 
 

 
１ 人 １ 日 の 利 用 に つ き 

       
１ 級 ：1,200円 

 
２ 級 ：1,100円 

 
３ 級 ：1,000円 

 
４ 級 ： 900円 

 
５ 級 ： 800円 

 
６ 級 ： 700円 

 
７ 級 ： 600円 

 
８ 級 ： 500円 

 
９ 級 ： 400円 

 
10級 ： 300円 

 
11級 ： 200円 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
毎 翌 月 末 日 ま で 

 
特 別 徴 収 
申 告 納 入 
 
【 等 級 決 定 基 準 】 
（18ホ ー ル 以 上 の ゴ ル フ 場 ） 
 
１ 級 ： １ 人 １ 日 の 利 用 料 金 が 
12,000円 を 超 え る も の 
 
２ 級 ： 同 利 用 料 金 が7,000円 
を 超 え12,000円 以 下 の も の 
 
３ 級 ： 同 利 用 料 金 が6,000円 
を 超 え7,000円 以 下 の も の 
 
４ 級 ： 同 利 用 料 金 が5,000円 
を 超 え6,000円 以 下 の も の 
 
５ 級 ： 同 利 用 料 金 が4,500円 
を 超 え5,000円 以 下 の も の 
 
６ 級 ： 同 利 用 料 金 が3,500円 
を 超 え4,5000円 以 下 の も の 
 
７ 級 ： 同 利 用 料 金 が3,000円 
を 超 え3,500円 以 下 の も の 
 
８ 級 ： 同 利 用 料 金 が3,000円 
以 下 の も の 
 
（18ホ ー ル 未 満 の ゴ ル フ 場 ） 
 
７ 級 ： １ 人 １ 日 の 利 用 料 金 が 
3,000円 を 超 え る も の 
 
８ 級 ： 同 利 用 料 金 が2,500円 
を 超 え3,000円 以 下 の も の 
 
９ 級 ： 同 利 用 料 金 が2,000円 
を 超 え2,500円 以 下 の も の 
 
10級 ： 同 利 用 料 金 が1,500円 
を 超 え2,000円 以 下 の も の 
 
11級 ： 同 利 用 料 金 が1,500円 
以 下 の も の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
税 目 

 
納 税 義 務 者 

 
課 税 標 準 

 
税 率 

 
賦 課 期 日 

 
納 期 

 
備 考 

 
自 動 車 税 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
自 動 車 の 所 有 者 
（ 所 有 権 留 保 付 自 動 車 に
あ っ て は 使 用 者 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年 税 額 
１ 乗 用 車 
・ 総 排 気 量 が1㍑ 以 下 の も の 及 び 電 動 機 を 原 動 

機 と す る も の 
（ 営 業 用 ） 7,500円 
（ 自 家 用 ）29,500円 

・ 総 排 気 量 が1㍑ を 超 え1.5㍑ 以 下 の も の 及 び ロ
ー タ リ ー エ ン ジ ン （0.491㍑ ×2） 搭 載 の も の 

（ 営 業 用 ） 8,500円 
（ 自 家 用 ）34,500円 

・ 総 排 気 量 が1.5㍑ を 超 え2㍑ 以 下 の も の 及 び ロ
ー タ リ ー エ ン ジ ン （0.573㍑ ×2、0.654㍑ ×2
、0.655㍑ ×2） 搭 載 の も の 

（ 営 業 用 ） 9,500円 
（ 自 家 用 ）39,500円 

・ 総 排 気 量 が2㍑ を 超 え2.5㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）13,800円 
（ 自 家 用 ）45,000円 

・ 総 排 気 量 が2.5㍑ を 超 え3㍑ 以 下 の も の 及 び ロ
ー タ リ ー エ ン ジ ン （0.654㍑ ×3） 搭 載 の も の 

（ 営 業 用 ）15,700円 
（ 自 家 用 ）51,000円 

・ 総 排 気 量 が3㍑ を 超 え3.5㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）17,900円 
（ 自 家 用 ）58,000円 

・ 総 排 気 量 が3.5㍑ を 超 え4㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）20,500円 
（ 自 家 用 ）66,500円 

・ 総 排 気 量 が4㍑ を 超 え4.5㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）23,600円 
（ 自 家 用 ）76,500円 

・ 総 排 気 量 が4.5㍑ を 超 え6㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）27,200円 
（ 自 家 用 ）88,000円 

・ 総 排 気 量 が6㍑ を 超 え る も の 
（ 営 業 用 ） 40,700円 
（ 自 家 用 ）111,000円 

 
２ ト ラ ッ ク 
・ 最 大 積 載 量 が1ト ン 以 下 の も の 

（ 営 業 用 ）6,500円 
（ 自 家 用 ）8,000円 

・ 最 大 積 載 量 が1ト ン を 超 え2ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ） 9,000円 
（ 自 家 用 ）11,500円 

・ 最 大 積 載 量 が2ト ン を 超 え3ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）12,000円 
（ 自 家 用 ）16,000円 

・ 最 大 積 載 量 が3ト ン を 超 え4ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）15,000円 
（ 自 家 用 ）20,500円 

・ 最 大 積 載 量 が4ト ン を 超 え5ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）18,500円 
（ 自 家 用 ）25,500円 

・ 最 大 積 載 量 が5ト ン を 超 え6ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）22,000円 
（ 自 家 用 ）30,000円 

・ 最 大 積 載 量 が6ト ン を 超 え7ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）25,500円 
（ 自 家 用 ）35,000円 

・ 最 大 積 載 量 が7ト ン を 超 え8ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）29,500円 
（ 自 家 用 ）40,500円 

・ 最 大 積 載 量 が8ト ン を 超 え る も の 
  （ 営 業 用 ）1ト ン ま で ご と に 、 

29,500円 に4,700円 を 加 算 し た 額 
  （ 自 家 用 ）1ト ン ま で ご と に 、 

40,500円 に6,300円 を 加 算 し た 額 
 
※ ト ラ ッ ク の う ち 最 大 乗 車 定 員 が ４ 人 以 上 で 乗

用 車 に 準 ず る も の に 係 る 税 率 は 、 当 該 年 税 額
に そ れ ぞ れ 次 の ａ ｂ ｃ の 額 を 加 算 し た 額 と す
る 。 

ａ 総 排 気 量 が １ ㍑ 以 下 の も の 及 び 電 動 機 を 原
動 機 と す る も の 

（ 営 業 用 ）3,700円 
（ 自 家 用 ）5,200円 

ｂ 総 排 気 量 が1㍑ を 超 え1.5㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）4,700円 
（ 自 家 用 ）6,300円 

ｃ 総 排 気 量 が1.5㍑ を 超 え る も の 
（ 営 業 用 ）6,300円 
（ 自 家 用 ）8,000円 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5月 末 日 
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税 目 

 
納 税 義 務 者 

 
課 税 標 準 

 
税 率 

 
賦 課 期 日 

 
納 期 

 
備 考 

 
自 動 車 税 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
自 動 車 の 所 有 者 
（ 所 有 権 留 保 付 自 動 車 に
あ っ て は 使 用 者 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年 税 額 
１ 乗 用 車 
・ 総 排 気 量 が1㍑ 以 下 の も の 及 び 電 動 機 を 原 動 

機 と す る も の 
（ 営 業 用 ） 7,500円 
（ 自 家 用 ）29,500円 

・ 総 排 気 量 が1㍑ を 超 え1.5㍑ 以 下 の も の 及 び ロ
ー タ リ ー エ ン ジ ン （0.491㍑ ×2） 搭 載 の も の 

（ 営 業 用 ） 8,500円 
（ 自 家 用 ）34,500円 

・ 総 排 気 量 が1.5㍑ を 超 え2㍑ 以 下 の も の 及 び ロ
ー タ リ ー エ ン ジ ン （0.573㍑ ×2、0.654㍑ ×2
、0.655㍑ ×2） 搭 載 の も の 

（ 営 業 用 ） 9,500円 
（ 自 家 用 ）39,500円 

・ 総 排 気 量 が2㍑ を 超 え2.5㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）13,800円 
（ 自 家 用 ）45,000円 

・ 総 排 気 量 が2.5㍑ を 超 え3㍑ 以 下 の も の 及 び ロ
ー タ リ ー エ ン ジ ン （0.654㍑ ×3） 搭 載 の も の 

（ 営 業 用 ）15,700円 
（ 自 家 用 ）51,000円 

・ 総 排 気 量 が3㍑ を 超 え3.5㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）17,900円 
（ 自 家 用 ）58,000円 

・ 総 排 気 量 が3.5㍑ を 超 え4㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）20,500円 
（ 自 家 用 ）66,500円 

・ 総 排 気 量 が4㍑ を 超 え4.5㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）23,600円 
（ 自 家 用 ）76,500円 

・ 総 排 気 量 が4.5㍑ を 超 え6㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）27,200円 
（ 自 家 用 ）88,000円 

・ 総 排 気 量 が6㍑ を 超 え る も の 
（ 営 業 用 ） 40,700円 
（ 自 家 用 ）111,000円 

 
２ ト ラ ッ ク 
・ 最 大 積 載 量 が1ト ン 以 下 の も の 

（ 営 業 用 ）6,500円 
（ 自 家 用 ）8,000円 

・ 最 大 積 載 量 が1ト ン を 超 え2ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ） 9,000円 
（ 自 家 用 ）11,500円 

・ 最 大 積 載 量 が2ト ン を 超 え3ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）12,000円 
（ 自 家 用 ）16,000円 

・ 最 大 積 載 量 が3ト ン を 超 え4ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）15,000円 
（ 自 家 用 ）20,500円 

・ 最 大 積 載 量 が4ト ン を 超 え5ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）18,500円 
（ 自 家 用 ）25,500円 

・ 最 大 積 載 量 が5ト ン を 超 え6ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）22,000円 
（ 自 家 用 ）30,000円 

・ 最 大 積 載 量 が6ト ン を 超 え7ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）25,500円 
（ 自 家 用 ）35,000円 

・ 最 大 積 載 量 が7ト ン を 超 え8ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）29,500円 
（ 自 家 用 ）40,500円 

・ 最 大 積 載 量 が8ト ン を 超 え る も の 
  （ 営 業 用 ）1ト ン ま で ご と に 、 

29,500円 に4,700円 を 加 算 し た 額 
  （ 自 家 用 ）1ト ン ま で ご と に 、 

40,500円 に6,300円 を 加 算 し た 額 
 
※ ト ラ ッ ク の う ち 最 大 乗 車 定 員 が ４ 人 以 上 で 乗

用 車 に 準 ず る も の に 係 る 税 率 は 、 当 該 年 税 額
に そ れ ぞ れ 次 の ａ ｂ ｃ の 額 を 加 算 し た 額 と す
る 。 

ａ 総 排 気 量 が １ ㍑ 以 下 の も の 及 び 電 動 機 を 原
動 機 と す る も の 

（ 営 業 用 ）3,700円 
（ 自 家 用 ）5,200円 

ｂ 総 排 気 量 が1㍑ を 超 え1.5㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）4,700円 
（ 自 家 用 ）6,300円 

ｃ 総 排 気 量 が1.5㍑ を 超 え る も の 
（ 営 業 用 ）6,300円 
（ 自 家 用 ）8,000円 
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・ 小 型 自 動 車 に 属 す る け ん 引 車 

（ 営 業 用 ） 7,500円 
（ 自 家 用 ）10,200円 

・ 普 通 自 動 車 に 属 す る け ん 引 車 
（ 営 業 用 ）15,100円 
（ 自 家 用 ）20,600円 

・ 小 型 自 動 車 に 属 す る 被 け ん 引 車 
（ 営 業 用 ）3,900円 
（ 自 家 用 ）5,300円 

・ 普 通 自 動 車 に 属 す る 被 け ん 引 車 
【8ト ン 以 下 の も の 】 

（ 営 業 用 ） 7,500円 
（ 自 家 用 ）10,200円 

【8ト ン を 超 え る も の 】 
（ 営 業 用 ）1ト ン ま で ご と に 、   

7,500円 に3,800円 を 加 算 し た 額 
（ 自 家 用 ）1ト ン ま で ご と に 、   

10,200円 に5,100円 を 加 算 し た 額 
 
３ 特 種 用 途 車 
ａ キ ャ ン ピ ン グ 車 
(ｱ)乗 車 定 員 が10人 以 下 の も の 

・総 排 気 量 が1㍑ 以 下 の も の 及 び 電 動 機 を 原 動 機
と す る も の 

（ 営 業 用 ） 6,000円 
（ 自 家 用 ）23,600円 

・ 総 排 気 量 が1㍑ を 超 え1.5㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ） 6,800円 
（ 自 家 用 ）27,600円 

・ 総 排 気 量 が1.5㍑ を 超 え2㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ） 7,600円 
（ 自 家 用 ）31,600円 

・ 総 排 気 量 が2㍑ を 超 え2.5㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）11,000円 
（ 自 家 用 ）36,000円 

・ 総 排 気 量 が2.5㍑ を 超 え3㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）12,500円 
（ 自 家 用 ）40,800円 

・ 総 排 気 量 が3㍑ を 超 え3.5㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）14,300円 
（ 自 家 用 ）46,400円 

・ 総 排 気 量 が3.5㍑ を 超 え4㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）16,400円 
（ 自 家 用 ）53,200円 

・ 総 排 気 量 が4㍑ を 超 え4.5㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）18,800円 
（ 自 家 用 ）61,200円 

・ 総 排 気 量 が4.5㍑ を 超 え6㍑ 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）21,700円 
（ 自 家 用 ）70,400円 

・ 総 排 気 量 が6㍑ を 超 え る も の 
（ 営 業 用 ）32,500円 
（ 自 家 用 ）88,800円 

 
(ｲ)乗 車 定 員 が11人 以 上 の も の 
・ 乗 車 定 員 が30人 以 下 の も の 

（ 営 業 用 ）21,200円 
（ 自 家 用 ）26,400円 

・ 乗 車 定 員 が30人 を 超 え40人 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）25,600円 
（ 自 家 用 ）32,800円 

・ 乗 車 定 員 が40人 を 超 え50人 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）30,400円 
（ 自 家 用 ）39,200円 

・ 乗 車 定 員 が50人 を 超 え60人 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）35,200円 
（ 自 家 用 ）45,600円 

・ 乗 車 定 員 が60人 を 超 え70人 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）40,400円 
（ 自 家 用 ）52,400円 

・ 乗 車 定 員 が70人 を 超 え80人 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）45,600円 
（ 自 家 用 ）59,200円 

・ 乗 車 定 員 が80人 を 超 え る も の 
（ 営 業 用 ）51,200円 
（ 自 家 用 ）66,400円 
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ｂ 霊 柩 車 
・ 普 通 自 動 車 

（ 営 業 用 ）11,000円 
（ 自 家 用 ）14,500円 

・ 小 型 自 動 車 
（ 営 業 用 ）5,000円 
（ 自 家 用 ）6,500円 

 
ｃ タ ン ク 車 又 は こ れ に 類 す る 自 動 車 
・ 三 輪 小 型 自 動 車 に 属 す る も の 

三 輪 小 型 自 動 車 の 税 率 に よ る 
・ そ の 他 の も の 

ト ラ ッ ク の 最 大 積 載 量 に 応 ず る 税 率 に よ る 
 
ｄ 起 重 機 車 又 は こ れ に 類 す る 自 動 車 
・ 車 両 総 重 量 が10ト ン 以 下 の も の 

（ 営 業 用 ） 9,000円 
（ 自 家 用 ）11,500円 

・ 車 両 総 重 量 が10ト ン を 超 え16ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）18,500円 
（ 自 家 用 ）25,500円 

・ 車 両 総 重 量 が16ト ン を 超 え22ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）29,500円 
（ 自 家 用 ）40,500円 

・ 車 両 総 重 量 が22ト ン を 超 え る も の 
（ 営 業 用 ）43,600円 
（ 自 家 用 ）59,400円 

 
ｅ 工 作 車 又 は こ れ に 類 す る 自 動 車 
・ 普 通 自 動 車 に 属 す る も の 

（ 営 業 用 ） 9,000円 
（ 自 家 用 ）11,500円 

・ 小 型 自 動 車 に 属 す る も の 
（ 営 業 用 ）6,500円 
（ 自 家 用 ）8,000円 

 
ｆ 無 線 車 、 レ ン ト ゲ ン 車 又 は こ れ に 類 す る 自 動 車 
・ 普 通 自 動 車 に 属 す る も の 

（ 営 業 用 ）12,000円 
（ 自 家 用 ）16,000円 

・ 小 型 自 動 車 に 属 す る も の 
（ 営 業 用 ） 8,500円 
（ 自 家 用 ）11,000円 

 
ｇ テ レ ビ 中 継 車・放 送 宣 伝 車 等・事 務 室 車 又 は こ れ
に 類 す る 自 動 車 
・ 普 通 自 動 車 に 属 す る も の 

（ 営 業 用 ）23,000円 
（ 自 家 用 ）30,500円 

・ 小 型 自 動 車 に 属 す る も の 
（ 営 業 用 ）13,500円 
（ 自 家 用 ）19,000円 

 
ｈ 教 習 車 
・ 普 通 自 動 車 に 属 す る も の 

（ 営 業 用 ）19,500円 
（ 自 家 用 ）26,500円 

・ 小 型 自 動 車 に 属 す る も の 
（ 営 業 用 ）12,000円 
（ 自 家 用 ）16,000円 

 
４ バ ス 
【 一 般 乗 合 用 の も の 及 び 学 校 が 所 有 す る 者 で 通 学 に
用 い る も の 】 
・ 乗 車 定 員 が30人 以 下 の も の 

12,000円 
・ 乗 車 定 員 が30人 を 超 え40人 以 下 の も の 

14,500円 
・ 乗 車 定 員 が40人 を 超 え50人 以 下 の も の 

17,500円 
・ 乗 車 定 員 が50人 を 超 え60人 以 下 の も の 

20,000円 
・ 乗 車 定 員 が60人 を 超 え70人 以 下 の も の 

22,500円 
・ 乗 車 定 員 が70人 を 超 え80人 以 下 の も の 

25,500円 
・ 乗 車 定 員 が80人 を 超 え る も の 

29,000円 
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ｂ 霊 柩 車 
・ 普 通 自 動 車 

（ 営 業 用 ）11,000円 
（ 自 家 用 ）14,500円 

・ 小 型 自 動 車 
（ 営 業 用 ）5,000円 
（ 自 家 用 ）6,500円 

 
ｃ タ ン ク 車 又 は こ れ に 類 す る 自 動 車 
・ 三 輪 小 型 自 動 車 に 属 す る も の 

三 輪 小 型 自 動 車 の 税 率 に よ る 
・ そ の 他 の も の 

ト ラ ッ ク の 最 大 積 載 量 に 応 ず る 税 率 に よ る 
 
ｄ 起 重 機 車 又 は こ れ に 類 す る 自 動 車 
・ 車 両 総 重 量 が10ト ン 以 下 の も の 

（ 営 業 用 ） 9,000円 
（ 自 家 用 ）11,500円 

・ 車 両 総 重 量 が10ト ン を 超 え16ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）18,500円 
（ 自 家 用 ）25,500円 

・ 車 両 総 重 量 が16ト ン を 超 え22ト ン 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）29,500円 
（ 自 家 用 ）40,500円 

・ 車 両 総 重 量 が22ト ン を 超 え る も の 
（ 営 業 用 ）43,600円 
（ 自 家 用 ）59,400円 

 
ｅ 工 作 車 又 は こ れ に 類 す る 自 動 車 
・ 普 通 自 動 車 に 属 す る も の 

（ 営 業 用 ） 9,000円 
（ 自 家 用 ）11,500円 

・ 小 型 自 動 車 に 属 す る も の 
（ 営 業 用 ）6,500円 
（ 自 家 用 ）8,000円 

 
ｆ 無 線 車 、 レ ン ト ゲ ン 車 又 は こ れ に 類 す る 自 動 車 
・ 普 通 自 動 車 に 属 す る も の 

（ 営 業 用 ）12,000円 
（ 自 家 用 ）16,000円 

・ 小 型 自 動 車 に 属 す る も の 
（ 営 業 用 ） 8,500円 
（ 自 家 用 ）11,000円 

 
ｇ テ レ ビ 中 継 車・放 送 宣 伝 車 等・事 務 室 車 又 は こ れ
に 類 す る 自 動 車 
・ 普 通 自 動 車 に 属 す る も の 

（ 営 業 用 ）23,000円 
（ 自 家 用 ）30,500円 

・ 小 型 自 動 車 に 属 す る も の 
（ 営 業 用 ）13,500円 
（ 自 家 用 ）19,000円 

 
ｈ 教 習 車 
・ 普 通 自 動 車 に 属 す る も の 

（ 営 業 用 ）19,500円 
（ 自 家 用 ）26,500円 

・ 小 型 自 動 車 に 属 す る も の 
（ 営 業 用 ）12,000円 
（ 自 家 用 ）16,000円 

 
４ バ ス 
【 一 般 乗 合 用 の も の 及 び 学 校 が 所 有 す る 者 で 通 学 に
用 い る も の 】 
・ 乗 車 定 員 が30人 以 下 の も の 

12,000円 
・ 乗 車 定 員 が30人 を 超 え40人 以 下 の も の 

14,500円 
・ 乗 車 定 員 が40人 を 超 え50人 以 下 の も の 

17,500円 
・ 乗 車 定 員 が50人 を 超 え60人 以 下 の も の 

20,000円 
・ 乗 車 定 員 が60人 を 超 え70人 以 下 の も の 

22,500円 
・ 乗 車 定 員 が70人 を 超 え80人 以 下 の も の 

25,500円 
・ 乗 車 定 員 が80人 を 超 え る も の 

29,000円 
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【 そ の 他 の も の 】 
・ 乗 車 定 員 が30人 以 下 の も の 

（ 営 業 用 ）26,500円 
（ 自 家 用 ）33,000円 

・ 乗 車 定 員 が30人 を 超 え40人 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）32,000円 
（ 自 家 用 ）41,000円 

・ 乗 車 定 員 が40人 を 超 え50人 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）38,000円 
（ 自 家 用 ）49,000円 

・ 乗 車 定 員 が50人 を 超 え60人 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）44,000円 
（ 自 家 用 ）57,000円 

・ 乗 車 定 員 が60人 を 超 え70人 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）50,500円 
（ 自 家 用 ）65,500円 

・ 乗 車 定 員 が70人 を 超 え80人 以 下 の も の 
（ 営 業 用 ）57,000円 
（ 自 家 用 ）74,000円 

・ 乗 車 定 員 が80人 を 超 え る も の 
（ 営 業 用 ）64,000円 
（ 自 家 用 ）83,000円 

５ 三 輪 小 型 自 動 車 
               （ 営 業 用 ）4,500円 

（ 自 家 用 ）6,000円 
 

６ ア メ リ カ 合 衆 国 軍 隊 の 構 成 員 等 の 所 有 す る も の 
【 普 通 自 動 車 】 
ａ 乗 用 車 
・ 総 排 気 量 が4.5㍑ 以 下 

19,000円 
・ 総 排 気 量 が4.5㍑ を 超 え る も の 

22,000円 
 
ｂ ト ラ ッ ク 

32,000円 
【 四 輪 の 小 型 自 動 車 】 

7,500円 
 
＜ 自 動 車 税 の グ リ ー ン 化 ＞ 
１ 平 成26年 度 及 び 平 成27年 度 に 新 車 新 規 登 録 を 行

っ た 次 の 自 動 車 に つ い て 、翌 年 度 か ら1年 間 、現 行
税 率 よ り 軽 減 

① 低 公 害 車(電 気 、一 定 の 排 出 ガ ス 性 能 を 満 た す 天 然
ガ ス 自 動 車 、 プ ラ グ イ ン ハ イ ブ リ ッ ド 自 動 車)･ ･ ･
･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 概 ね75％ 軽 減 

 
② 燃 費 基 準 プ ラ ス20％ 達 成 車 で 、 か つ 、 平 成17年 基

準 低 排 出 ガ ス 認 定 レ ベ ル75％ 以 上 ･ ･ 概 ね75％ 軽 減 
 
③ デ ィ ー ゼ ル 車 （ 乗 用 車 で 平 成21年 排 出 規 制 適 合 ） 
 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 概 ね75％ 軽 減 
 
④ 燃 費 基 準 プ ラ ス10％ 達 成 車 で 、 か つ 、 平 成17年 基

準 低 排 出 ガ ス 認 定 レ ベ ル75％ 以 上 ･ ･ 概 ね50％ 軽 減 
 
 
２ 自 動 車 税 の 賦 課 期 日 （4月1日 ） 現 在 に お け る 次

の 自 動 車 に つ い て 、 当 該 年 度 か ら 抹 消 登 録 さ れ る
ま で 、 現 行 税 率 よ り 重 課 

① 新 車 新 規 登 録 の 日 か ら11年 経 過 し て い る デ ィ ー ゼ
ル 車(バ ス ・ ト ラ ッ ク)･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 概 ね10％ 重 課 

 
② 新 車 新 規 登 録 の 日 か ら13年 経 過 し て い る ガ ソ リ ン

車 （ Ｌ Ｐ Ｇ 車 を 含 む 。 ） （ バ ス ・ ト ラ ッ ク ） 
 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 概 ね10％ 重 課 
 
③ 新 車 新 規 登 録 の 日 か ら11年 経 過 し て い る デ ィ ー ゼ

ル 車(バ ス ・ ト ラ ッ ク 以 外)･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 概 ね15％ 重 課 
 
④ 新 車 新 規 登 録 の 日 か ら13年 経 過 し て い る ガ ソ リ ン

車 （ Ｌ Ｐ Ｇ 車 を 含 む 。 ） （ バ ス ・ ト ラ ッ ク 以 外 ） 
 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 概 ね15％ 重 課 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
税 目 

 
納 税 義 務 者 

 
課 税 標 準 

 
税 率 

 
賦 課 期 日 

 
納 期 

 
備 考 

 
鉱 区 税 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
鉱 業 権 者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
鉱 区 の 面 積 
又 は 延 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
① 砂 鉱 を 目 的 と し な い 鉱 区 

ａ 試 掘 鉱 区 
面 積100ア ー ル ご と に 年 額200円 

ｂ 採 掘 鉱 区 
面 積100ア ー ル ご と に 年 額400円 

 
② 砂 鉱 を 目 的 と す る 鉱 区 

面 積100ア ー ル ご と に 年 額200円 
 
③ 石 油 又 は 可 燃 性 天 然 ガ ス を 目 的 と す る 鉱 区 

① の 額 の ３ 分 の ２ 
 
④ 共 同 開 発 鉱 区 

ａ 探 査 権 の 共 同 開 発 鉱 区 
面 積100ア ー ル ご と に 年 額22円 

ｂ 採 掘 権 の 共 同 開 発 鉱 区 
面 積100ア ー ル ご と に 年 額133円 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4月1日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5月 末 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
普 通 徴 収 
 
（ 特 例 ） 
鉱 業 法 施 行
法 に よ り 、
鉱 業 法 に よ
る 採 掘 権 と
な っ た も の
と み な さ れ
る も の 又 は
鉱 業 法 に よ
る 採 掘 権 の
設 定 の 出 願
と み な さ れ
設 定 さ れ た
砂 鉱 を 目 的
と す る 鉱 業
権 の 鉱 区 で
河 床 に 存 す
る も の ･ ･ ･
河 床 の 延 長
1,000メ ー
ト ル ご と に
年 額600円 
 

 
固 定 資 産 税 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大 規 模 償 却 資
産 の 所 有 者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大 規 模 償 却 資 産 の
価 額 の う ち 市 町 村
の 課 税 限 度 額 を 超
え る 部 分 の 金 額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4/100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1月1日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（ 第1期 ） 
4月15日 か ら 
4月30日 ま で 
 
（ 第2期 ） 
7月15日 か ら 
7月31日 ま で 
 
（ 第3期 ） 
12月15日 か
ら 
12月25日 ま
で 
 
（ 第4期 ） 
2月15日 か ら 
2月 末 日 ま で 

 
普 通 徴 収 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
自 動 車 
取 得 税 

 
 
 

 
自 動 車 を 取
得 し た 人 
 
 

 
取 得 価 額 
（ た だ し 、 無 償 、 
交 換 等 に よ る 自 動
車 の 取 得 に つ い て
は 通 常 の 取 引 価 額 ） 

 
※ 免 税 点：50万 円 以
下 
 

 
軽 自 動 車            取 得 価 額 の2% 
軽 自 動 車 以 外 の 自 動 車 
           （ 営 業 用 ） 取 得 価 額 の2% 
           （ 自 家 用 ） 取 得 価 額 の3% 
 
※ 次 に 該 当 す る 自 動 車 は 軽 減 税 率 適 用 
① 電 気 自 動 車 、 燃 料 電 池 自 動 車 

（ 新 車 に 限 る ） 非 課 税 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら45万 円 控 除 

 
 

② 天 然 ガ ス 自 動 車 
・ 平 成21年(車 両 総 重 量3.5t超12t以 下 の も の に つ

い て は 平 成22年)排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNOx10%低
減 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 非 課 税 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら45万 円 控 除 

 
 

③ プ ラ グ イ ン ハ イ ブ リ ッ ド 自 動 車 
（ 新 車 に 限 る ） 非 課 税 

（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら45万 円 控 除 
 
 
④ ガ ソ リ ン 乗 用 車 
・ 平 成17年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNOx75%低 減 達 成 か

つ 、 平 成27年 度 燃 費 基 準+20%（ 平 成22年 度 燃 費
基 準+50%： 注 ） を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 非 課 税 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら45万 円 控 除 

 
・ 平 成17年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNOx75%低 減 達 成 か

つ 、 平 成27年 度 燃 費 基 準+10%（ 平 成22年 度 燃 費
基 準+38%： 注 ） を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を80%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら30万 円 控 除 

 

 
 
 

 
・ 登 録 又 は 

使 用 の 届
出 が さ れ
る 自 動 車
の 取 得 ： 
登 録 又 は
届 出 の と
き 

 
・ 上 記 以 外 

の 自 動 車
の 取 得 ： 
取 得 の 日
か ら15日
以 内 

 
 
 
 
 

 
申 告 納 付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 ： 
平 成22年 度
燃 費 基 準 に
つ い て は 、J
C08モ ー ド
燃 費 値 を 算
定 し て い な
い 場 合 に 限
り 適 用 
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税 目 

 
納 税 義 務 者 

 
課 税 標 準 

 
税 率 

 
賦 課 期 日 

 
納 期 

 
備 考 

 
鉱 区 税 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
鉱 業 権 者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
鉱 区 の 面 積 
又 は 延 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
① 砂 鉱 を 目 的 と し な い 鉱 区 

ａ 試 掘 鉱 区 
面 積100ア ー ル ご と に 年 額200円 

ｂ 採 掘 鉱 区 
面 積100ア ー ル ご と に 年 額400円 

 
② 砂 鉱 を 目 的 と す る 鉱 区 

面 積100ア ー ル ご と に 年 額200円 
 
③ 石 油 又 は 可 燃 性 天 然 ガ ス を 目 的 と す る 鉱 区 

① の 額 の ３ 分 の ２ 
 
④ 共 同 開 発 鉱 区 

ａ 探 査 権 の 共 同 開 発 鉱 区 
面 積100ア ー ル ご と に 年 額22円 

ｂ 採 掘 権 の 共 同 開 発 鉱 区 
面 積100ア ー ル ご と に 年 額133円 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4月1日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5月 末 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
普 通 徴 収 
 
（ 特 例 ） 
鉱 業 法 施 行
法 に よ り 、
鉱 業 法 に よ
る 採 掘 権 と
な っ た も の
と み な さ れ
る も の 又 は
鉱 業 法 に よ
る 採 掘 権 の
設 定 の 出 願
と み な さ れ
設 定 さ れ た
砂 鉱 を 目 的
と す る 鉱 業
権 の 鉱 区 で
河 床 に 存 す
る も の ･ ･ ･
河 床 の 延 長
1,000メ ー
ト ル ご と に
年 額600円 
 

 
固 定 資 産 税 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大 規 模 償 却 資
産 の 所 有 者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大 規 模 償 却 資 産 の
価 額 の う ち 市 町 村
の 課 税 限 度 額 を 超
え る 部 分 の 金 額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4/100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1月1日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（ 第1期 ） 
4月15日 か ら 
4月30日 ま で 
 
（ 第2期 ） 
7月15日 か ら 
7月31日 ま で 
 
（ 第3期 ） 
12月15日 か
ら 
12月25日 ま
で 
 
（ 第4期 ） 
2月15日 か ら 
2月 末 日 ま で 

 
普 通 徴 収 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
自 動 車 
取 得 税 

 
 
 

 
自 動 車 を 取
得 し た 人 
 
 

 
取 得 価 額 
（ た だ し 、 無 償 、 
交 換 等 に よ る 自 動
車 の 取 得 に つ い て
は 通 常 の 取 引 価 額 ） 

 
※ 免 税 点：50万 円 以
下 
 

 
軽 自 動 車            取 得 価 額 の2% 
軽 自 動 車 以 外 の 自 動 車 
           （ 営 業 用 ） 取 得 価 額 の2% 
           （ 自 家 用 ） 取 得 価 額 の3% 
 
※ 次 に 該 当 す る 自 動 車 は 軽 減 税 率 適 用 
① 電 気 自 動 車 、 燃 料 電 池 自 動 車 

（ 新 車 に 限 る ） 非 課 税 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら45万 円 控 除 

 
 

② 天 然 ガ ス 自 動 車 
・ 平 成21年(車 両 総 重 量3.5t超12t以 下 の も の に つ

い て は 平 成22年)排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNOx10%低
減 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 非 課 税 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら45万 円 控 除 

 
 

③ プ ラ グ イ ン ハ イ ブ リ ッ ド 自 動 車 
（ 新 車 に 限 る ） 非 課 税 

（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら45万 円 控 除 
 
 
④ ガ ソ リ ン 乗 用 車 
・ 平 成17年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNOx75%低 減 達 成 か

つ 、 平 成27年 度 燃 費 基 準+20%（ 平 成22年 度 燃 費
基 準+50%： 注 ） を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 非 課 税 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら45万 円 控 除 

 
・ 平 成17年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNOx75%低 減 達 成 か

つ 、 平 成27年 度 燃 費 基 準+10%（ 平 成22年 度 燃 費
基 準+38%： 注 ） を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を80%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら30万 円 控 除 

 

 
 
 

 
・ 登 録 又 は 

使 用 の 届
出 が さ れ
る 自 動 車
の 取 得 ： 
登 録 又 は
届 出 の と
き 

 
・ 上 記 以 外 

の 自 動 車
の 取 得 ： 
取 得 の 日
か ら15日
以 内 

 
 
 
 
 

 
申 告 納 付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 ： 
平 成22年 度
燃 費 基 準 に
つ い て は 、J
C08モ ー ド
燃 費 値 を 算
定 し て い な
い 場 合 に 限
り 適 用 
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税 目 

 
納 税 義 務 者 

 
課 税 標 準 

 
税 率 

 
賦 課 期 日 

 
納 期 

 
備 考 

 
自 動 車 
取 得 税 

 
 

 
 

 
 

 
・ 平 成17年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNOx75%低 減 達 成 か

つ 、平 成27年 度 燃 費 基 準（ 平 成22年 度 燃 費 基 準+
25%： 注 ） を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を60%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら15万 円 控 除 

 
 

⑤ デ ィ ー ゼ ル 乗 用 車 
・ 平 成21年 自 動 車 排 出 ガ ス 規 制 に 適 合 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 非 課 税 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら45万 円 控 除 

 
 
⑥ ガ ソ リ ン バ ス ・ ト ラ ッ ク 
・ 車 両 総 重 量2.5ｔ 以 下 の バ ス ・ ト ラ ッ ク で 平 成1

7年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNOx75%低 減 達 成 か つ 、平
成27年 度 燃 費 基 準+20%（ 平 成22年 度 燃 費 基 準+5
0%： 注 ） を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 非 課 税 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら45万 円 控 除 

 
・ 車 両 総 重 量2.5ｔ 以 下 の バ ス ・ ト ラ ッ ク で 平 成1

7年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNOx75%低 減 達 成 か つ 、平
成27年 度 燃 費 基 準+10%（ 平 成22年 度 燃 費 基 準+3
8%： 注 ） を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を80%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら30万 円 控 除 

 
・ 車 両 総 重 量2.5ｔ 以 下 の バ ス ・ ト ラ ッ ク で 平 成1

7年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNOx75%低 減 達 成 か つ 、平
成27年 度 燃 費 基 準 （ 平 成22年 度 燃 費 基 準+25%：
注 ） を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を60%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら15万 円 控 除 

 
 
 
・ 車 両 総 重 量2.5ｔ 超3.5ｔ 以 下 の バ ス ・ ト ラ ッ ク

で 平 成17年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNOx75%低 減 達 成
か つ 、 平 成27年 度 燃 費 基 準+10%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 非 課 税 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら45万 円 控 除 

 
・ 車 両 総 重 量2.5ｔ 超3.5ｔ 以 下 の バ ス ・ ト ラ ッ ク

で 平 成17年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNOx75%低 減 達 成
か つ 、 平 成27年 度 燃 費 基 準+5%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を80%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら30万 円 控 除 

 
・ 車 両 総 重 量2.5ｔ 超3.5ｔ 以 下 の バ ス ・ ト ラ ッ ク

で 平 成17年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNOx75%低 減 達 成
か つ 、 平 成27年 度 燃 費 基 準 を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を60%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら15万 円 控 除 

 
 

 
・ 車 両 総 重 量2.5ｔ 超3.5ｔ 以 下 の バ ス ・ ト ラ ッ ク

で 平 成17年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNOx50%低 減 達 成
か つ 、 平 成27年 度 燃 費 基 準+10%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を80%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら30万 円 控 除 

 
・ 車 両 総 重 量2.5ｔ 超3.5ｔ 以 下 の バ ス ・ ト ラ ッ ク

で 平 成17年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNOx50%低 減 達 成
か つ 、 平 成27年 度 燃 費 基 準+5%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を60%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら15万 円 控 除 

 
 
⑦ デ ィ ー ゼ ル バ ス ・ ト ラ ッ ク 
 （ 中 古 車 は ハ イ ブ リ ッ ド 自 動 車 に 限 る ） 
・ 車 両 総 重 量2.5t超3.5t以 下 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ

ス ・ ト ラ ッ ク で 平 成21年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNO
x又 はPMを10%低 減 達 成 か つ 、 平 成27年 度 燃 費 基
準+10%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 非 課 税 
 

・ 車 両 総 重 量2.5t超3.5t以 下 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ
ス ・ ト ラ ッ ク で 平 成21年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNO
x又 はPMを10%低 減 達 成 か つ 、 平 成27年 度 燃 費 基
準+5%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を80%軽 減 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 ： 
平 成22年 度
燃 費 基 準 に
つ い て は 、J
C08モ ー ド
燃 費 値 を 算
定 し て い な
い 場 合 に 限
り 適 用 

 
・ 車 両 総 重 量2.5t超3.5t以 下 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ

ス ・ ト ラ ッ ク で 平 成21年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNO
x又 はPMを10%低 減 達 成 か つ 、 平 成27年 度 燃 費 基
準 を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を60%軽 減 
 
 
 

・ 車 両 総 重 量2.5t超3.5t以 下 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ
ス ・ ト ラ ッ ク で 平 成21年 排 出 ガ ス 規 制 に 適 合 し
、 平 成27年 度 燃 費 基 準+10%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を80%軽 減 
 

・ 車 両 総 重 量2.5t超3.5t以 下 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ
ス ・ ト ラ ッ ク で 平 成21年 排 出 ガ ス 規 制 に 適 合 し
、 平 成27年 度 燃 費 基 準+5%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を60%軽 減 
 
 
 
・ 車 両 総 重 量3.5t超 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ ス ・ ト ラ

ッ ク で 平 成21年（ 車 両 総 重 量3.5t超12t以 下 の も
の に つ い て は 平 成22年 ） 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNO
x又 はPMを10%低 減 達 成 か つ 、 平 成27年 度 燃 費 基
準+10%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 非 課 税 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら45万 円 控 除  

 
・ 車 両 総 重 量3.5t超 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ ス ・ ト ラ

ッ ク で 平 成21年（ 車 両 総 重 量3.5t超12t以 下 の も
の に つ い て は 平 成22年 ） 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNO
x又 はPMを10%低 減 達 成 か つ 、 平 成27年 度 燃 費 基
準+5%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を80%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら30万 円 控 除 

 
・ 車 両 総 重 量3.5t超 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ ス ・ ト ラ

ッ ク で 平 成21年（ 車 両 総 重 量3.5t超12t以 下 の も
の に つ い て は 平 成22年 ） 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNO
x又 はPMを10%低 減 達 成 か つ 、 平 成27年 度 燃 費 基
準 を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を60%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら15万 円 控 除 

 
 
 
・ 車 両 総 重 量3.5t超 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ ス ・ ト ラ

ッ ク で 平 成21年（ 車 両 総 重 量3.5t超12t以 下 の も
の に つ い て は 平 成22年 ） 排 出 ガ ス 規 制 に 適 合 し
、 平 成27年 度 燃 費 基 準+10%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を80%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら30万 円 控 除 

 
・ 車 両 総 重 量3.5t超 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ ス ・ ト ラ

ッ ク で 平 成21年（ 車 両 総 重 量3.5t超12t以 下 の も
の に つ い て は 平 成22年 ） 排 出 ガ ス 規 制 に 適 合 し
、 平 成27年 度 燃 費 基 準+5%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を60%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら15万 円 控 除 

 
 
⑧ ノ ン ス テ ッ プ バ ス 

（ 新 車 に 限 る ） 取 得 価 額 か ら1,000万 円 控 除 
 

 
⑨ リ フ ト 付 き バ ス 
・ 乗 車 定 員 が30人 以 上 の も の 

（ 新 車 に 限 る ）取 得 価 額 か ら650万 円 控 除 
 

・ 乗 車 定 員 が30人 未 満 の も の 
（ 新 車 に 限 る ）取 得 価 額 か ら200万 円 控 除
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・ 車 両 総 重 量2.5t超3.5t以 下 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ

ス ・ ト ラ ッ ク で 平 成21年 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNO
x又 はPMを10%低 減 達 成 か つ 、 平 成27年 度 燃 費 基
準 を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を60%軽 減 
 
 
 

・ 車 両 総 重 量2.5t超3.5t以 下 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ
ス ・ ト ラ ッ ク で 平 成21年 排 出 ガ ス 規 制 に 適 合 し
、 平 成27年 度 燃 費 基 準+10%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を80%軽 減 
 

・ 車 両 総 重 量2.5t超3.5t以 下 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ
ス ・ ト ラ ッ ク で 平 成21年 排 出 ガ ス 規 制 に 適 合 し
、 平 成27年 度 燃 費 基 準+5%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を60%軽 減 
 
 
 
・ 車 両 総 重 量3.5t超 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ ス ・ ト ラ

ッ ク で 平 成21年（ 車 両 総 重 量3.5t超12t以 下 の も
の に つ い て は 平 成22年 ） 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNO
x又 はPMを10%低 減 達 成 か つ 、 平 成27年 度 燃 費 基
準+10%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 非 課 税 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら45万 円 控 除  

 
・ 車 両 総 重 量3.5t超 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ ス ・ ト ラ

ッ ク で 平 成21年（ 車 両 総 重 量3.5t超12t以 下 の も
の に つ い て は 平 成22年 ） 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNO
x又 はPMを10%低 減 達 成 か つ 、 平 成27年 度 燃 費 基
準+5%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を80%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら30万 円 控 除 

 
・ 車 両 総 重 量3.5t超 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ ス ・ ト ラ

ッ ク で 平 成21年（ 車 両 総 重 量3.5t超12t以 下 の も
の に つ い て は 平 成22年 ） 排 出 ガ ス 基 準 値 よ りNO
x又 はPMを10%低 減 達 成 か つ 、 平 成27年 度 燃 費 基
準 を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を60%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら15万 円 控 除 

 
 
 
・ 車 両 総 重 量3.5t超 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ ス ・ ト ラ

ッ ク で 平 成21年（ 車 両 総 重 量3.5t超12t以 下 の も
の に つ い て は 平 成22年 ） 排 出 ガ ス 規 制 に 適 合 し
、 平 成27年 度 燃 費 基 準+10%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を80%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら30万 円 控 除 

 
・ 車 両 総 重 量3.5t超 の デ ィ ー ゼ ル 車 の バ ス ・ ト ラ

ッ ク で 平 成21年（ 車 両 総 重 量3.5t超12t以 下 の も
の に つ い て は 平 成22年 ） 排 出 ガ ス 規 制 に 適 合 し
、 平 成27年 度 燃 費 基 準+5%を 達 成 し た も の 

（ 新 車 に 限 る ） 税 率 を60%軽 減 
（ 新 車 を 除 く ） 取 得 価 額 か ら15万 円 控 除 

 
 
⑧ ノ ン ス テ ッ プ バ ス 

（ 新 車 に 限 る ） 取 得 価 額 か ら1,000万 円 控 除 
 

 
⑨ リ フ ト 付 き バ ス 
・ 乗 車 定 員 が30人 以 上 の も の 

（ 新 車 に 限 る ）取 得 価 額 か ら650万 円 控 除 
 

・ 乗 車 定 員 が30人 未 満 の も の 
（ 新 車 に 限 る ）取 得 価 額 か ら200万 円 控 除 

 
 
⑩ ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン タ ク シ ー 

（ 新 車 に 限 る ）取 得 価 額 か ら100万 円 控 除 
 
 
⑪ 衝 突 被 害 軽 減 ブ レ ー キ 搭 載 ト ラ ッ ク 
 （ ト ラ ク タ 及 び ト レ ー ラ ー を 除 く ） 
・ 車 両 総 重 量 が8t超 の も の 

（ 新 車 に 限 る ） 取 得 価 額 か ら350万 円 控 除 
 
 
⑫ 衝 突 被 害 軽 減 ブ レ ー キ 搭 載 ト ラ ク タ 
・ 車 両 総 重 量 が13t超 の も の 

（ 新 車 に 限 る ）取 得 価 額 か ら350万 円 控 除 
 

自 動 車

取 得 税
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税 目 納 税 義 務 者 課 税 標 準 税 率 賦 課 期 日 納 期 備 考

自 動 車
取 得 税

⑬ 衝 突 被 害 軽 減 ブ レ ー キ 搭 載 バ ス 等
・ 車 両 総 重 量 が5t超 の も の で 立 席 の な い も の

（ 新 車 に 限 る ） 取 得 価 額 か ら350万 円 控 除

軽 油 引 取 税 特 約 業 者 又 は
元 売 業 者 か ら
現 実 の 納 入 を
伴 う 引 取 り を
行 っ た 者

特 約 業 者 又 は 元 売
業 者 か ら 現 実 の 納
入 を 伴 う 引 取 り を
行 っ た 数 量

１ キ ロ リ ッ ト ル に つ き32,100円 毎 翌 月 末 日
ま で

特 別 徴 収
申 告 納 入
申 告 納 付
普 通 徴 収

産 業 廃 棄 物
税

焼 却 施 設 及 び
最 終 処 分 場 へ
産 業 廃 棄 物 を
搬 入 す る 事 業
者
（ 中 間 処 理 業
者 を 含 む 。 ）

焼 却 施 設 及 び 最 終
処 分 場 へ の 搬 入 に
係 る 産 業 廃 棄 物 の
重 量

１ 焼 却 施 設 へ の 搬 入 １ ト ン に つ き
800円

２ 最 終 処 分 場 へ の 搬 入 １ ト ン に つ き
1,000円

４ 月 末 日
７ 月 末 日
10月 末 日
１ 月 末 日

特 別 徴 収
申 告 納 入
申 告 納 付

狩 猟 税 狩 猟 者 の 登 録
を 受 け る 者

【 網 猟 免 許 、わ な 猟 免 許 又 は 第 一 種 銃 猟 免 許 に 係 る
狩 猟 者 の 登 録 を 受 け る 者 の う ち 次 に 規 定 す る 者 以
外 の も の 】
・ 第 一 種 銃 猟 免 許

年 額16,500円
・ 網 猟 免 許 又 は わ な 猟 免 許

年 額8,200円

【 網 猟 免 許 、わ な 猟 免 許 又 は 第 一 種 銃 猟 免 許 に 係 る
狩 猟 者 の 登 録 を 受 け る 者 で 当 該 年 度 の 県 民 税 の 所
得 割 額 を 納 付 す る こ と を 要 し な い も の の う ち 以 下
に 掲 げ る も の 】

① 控 除 対 象 配 偶 者 又 は 扶 養 親 族 に 該 当 し な い 者
② 県 民 税 の 所 得 割 額 の 納 付 を 要 し な い も の の 控

除 対 象 配 偶 者 又 は 扶 養 親 族 に 該 当 す る 者
③ 控 除 対 象 配 偶 者 又 は 扶 養 親 族 の う ち 、 農 業 、水

産 業 又 は 林 業 に 従 事 し て い る 者
・ 第 一 種 銃 猟 免 許

年 額11,000円
・ 網 猟 免 許 又 は わ な 猟 免 許

年 額5,500円

【 第 二 種 銃 猟 免 許 に 係 る 狩 猟 者 の 登 録 を 受 け る 者 】
年 額5,500円

【 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、上 記 の 税 額 に 右 の 割 合 を 乗
じ た 額 】

① 放 鳥 獣 猟 区 の み に 係 る 登 録 を 受 け る 場 合 1/4
② ① の 登 録 を 受 け て い る 者 が 、 放 鳥 獣 猟 区

及 び 放 鳥 獣 猟 区 以 外 の 場 所 に 係 る 登 録 を
受 け る 場 合 3/4

③ 対 象 鳥 獣 捕 獲 員 に 係 る 登 録 を 受 け る 場 合 1/2
④ 対 象 鳥 獣 捕 獲 員 で な く な っ た 者 が 、 ③ の

登 録 を 変 更 す る 再 登 録 を 受 け る 場 合 1/2

登 録 を 受
け る 時

登 録 を 受 け
る 時

証 紙 徴 収

※ 自 衛 の た
め の 箱 わ な
猟 は 、 平 成
24年4月1日
よ り 、 登 録
対 象 外 と な
っ た 。


